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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　４ストロークエンジン用の低灰分潤滑剤組成物であって、
　ａ）ＡＰＩ分類のグループ１～５のオイルから選択される少なくとも１種の基油類と、
　ｂ）１００℃での動粘度が３００～１２００ｃＳｔであり、オクテン、デセン、ドデセ
ン、テトラデセン、およびヘキサデセンからなる群から選択されたモノマーから得られた
重質ポリαオレフィン（ＰＡＯ）からなる群から選択される少なくとも１種であり、清浄
性を向上させるための化合物（ｂ）２～４％と、
　ｃ）式：Ｒ（ＯＨ）ｍ（ＣＯ２Ｒ’（ＯＨ）ｐ）ｎ

（式中、ｍは０～４の整数であり；ｎは１～４の整数であり；ｐは０～８の整数であり；
ｐ＋ｍは少なくとも０を超えており；ＣＯ２は、ＣＯＯまたはＯＣＯであり；ＲおよびＲ
’は、互いに独立して、炭素数１～３０の飽和または不飽和の直鎖または分岐鎖の炭化水
素基であり、任意で、少なくとも１種の芳香族基で置換されている）
　で表されるエステルからなる群から選択される少なくとも１種のエステル（ｃ）０．５
～１．５％と、
　を含み、前記化合物（ｂ）は、任意でさらに、ポリイソブテン（ＰＩＢ）系の高分子化
合物からなる群から選択される少なくとも１種のＰＩＢ化合物を含み、
　ＡＳＴＭ　Ｄ８７４規格に従い測定される硫酸灰分が０．５％以下であり、ＡＳＴＭ　
Ｄ５１８５規格に従い測定されるリン分が５００ｐｐｍ以下であり、ＡＳＴＭ　Ｄ５１８
５規格に従い測定される硫黄分が０．２％未満である低灰分潤滑剤組成物。



(2) JP 5651015 B2 2015.1.7

10

20

30

40

50

【請求項２】
　請求項１において、エステル（ｃ）が、Ｒ基に、少なくとも１つの遊離のヒドロキシ残
基を有しており、前記ＯＨ基は、Ｒ基が結合するエステル部位のＣＯ官能基の炭素原子か
ら数えて前記Ｒ基のα位、β位またはγ位に位置しており、および／またはＲ’基に、少
なくとも１つの遊離のヒドロキシ残基を有しており、前記ＯＨ基は、Ｒ’基が結合するエ
ステル部位のＣＯＯ基の酸素原子から数えて前記Ｒ’基のβ位、γ位またはδ位に位置し
ている低灰分潤滑剤組成物。
【請求項３】
　請求項１または２において、エステル（ｃ）のＲ’基がＣ１～Ｃ１０である低灰分潤滑
剤組成物。
【請求項４】
　請求項３において、ｐが少なくとも０を超えており、エステル（ｃ）のＲ基がＣ８～Ｃ

２５である低灰分潤滑剤組成物。
【請求項５】
　請求項４において、少なくとも１種のエステル（ｃ）が、グリセロールのモノエステル
から選択される低灰分潤滑剤組成物。
【請求項６】
　請求項３において、ｎは１～４の整数であり、エステル（ｃ）のＲ基がＣ１～Ｃ５であ
る低灰分潤滑剤組成物。
【請求項７】
　請求項６において、少なくとも１種のエステル（ｃ）が、シトレート類、タルトレート
類、マレート類、ラクテート類、マンデレート類、グリコレート類、ヒドロキシプロピオ
ネート類、およびヒドロキシグルタレート類から選択される低灰分潤滑剤組成物。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれか一項において、Ｍ１１１ＦＥ試験で測定される最低燃費向上
率が少なくとも２．５％であり、かつ、欧州自動車工業会が定めるＡＣＥＡ－Ｃ１規格を
満たしている低灰分潤滑剤組成物。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか一項において、ＡＳＴＭ　Ｄ４４５規格で測定される１００
℃での動粘度が５．６～１６．３ｃＳｔである低灰分潤滑剤組成物。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれか一項において、ＳＡＥ　Ｊ３００分類によると５Ｗ３０グレ
ードに相当する低灰分潤滑剤組成物。
【請求項１１】
　請求項１から１０のいずれか一項において、粘度指数が１３０以上である低灰分潤滑剤
組成物。
【請求項１２】
　請求項１から１１のいずれか一項において、基油類または基油類の混合物（ａ）が、組
成物中少なくとも７０重量％に達する低灰分潤滑剤組成物。
【請求項１３】
　請求項１から１２のいずれか一項において、基油類または基油類の混合物（ａ）が、
　少なくとも１種のグループ３の基油類を、当該潤滑剤組成物の総重量に対して少なくと
も６０重量％、および
　少なくとも１種のグループ４の基油類を、当該潤滑剤組成物の総重量に対して少なくと
も１０重量％、
　含んでいる低灰分潤滑剤組成物。
【請求項１４】
　請求項１から１３のいずれか一項において、少なくとも１種の化合物（ｂ）が、重質ポ
リαオレフィン（ＰＡＯ）からなる群から選択されるＰＡＯ化合物と、ポリイソブテン（
ＰＩＢ）系の高分子化合物からなる群から選択されるＰＩＢ化合物とで構成される低灰分
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潤滑剤組成物。
【請求項１５】
　請求項１から１４のいずれか一項において、少なくとも１種の化合物（ｂ）を２～４％
含み、少なくとも１種の化合物（ｃ）を０．５～１．５％含んでいる低灰分潤滑剤組成物
。
【請求項１６】
　請求項１から１５のいずれか一項において、さらに、
　少なくとも１種のジチオリン酸亜鉛系の耐摩耗剤化合物、および
　任意で、アミンリン酸塩類、
　を含んでいる低灰分潤滑剤組成物。
【請求項１７】
　請求項１から１６のいずれか一項において、少なくとも１種のジチオリン酸亜鉛系の耐
摩耗剤化合物が１％以下含まれている低灰分潤滑剤組成物。
【請求項１８】
　請求項１から１７のいずれか一項において、アミンリン酸塩系の添加剤を含まない低灰
分潤滑剤組成物。
【請求項１９】
　請求項１から１８のいずれか一項において、モリブデン系の摩擦調整剤を含まない低灰
分潤滑剤組成物。
【請求項２０】
　請求項１から１９のいずれか一項において、さらに、
　少なくとも１種の酸化防止剤化合物、
　を含んでいる低灰分潤滑剤組成物。
【請求項２１】
　請求項１から２０のいずれか一項において、少なくとも１種の酸化防止剤が０．０１～
５％含まれている低灰分潤滑剤組成物。
【請求項２２】
　請求項１から２１のいずれか一項において、ＡＳＴＭ　Ｄ－２８９６規格に従い測定さ
れる塩基価（ＢＮ）が潤滑剤組成物中８ｍｇＫＯＨ／ｇ以下である低灰分潤滑剤組成物。
【請求項２３】
　請求項１から２２のいずれか一項において、さらに、
　粘度指数改良ポリマーを０～３％、
　含み、
　前記粘度指数改良ポリマーは、高分子エステル；オレフィン系コポリマー（ＯＣＰ）；
スチレン、ブタジエンまたはイソプレンのホモポリマーまたはコポリマー；およびポリメ
タクリレート（ＰＭＡ）からなる群から選択されたものである低灰分潤滑剤組成物。
【請求項２４】
　請求項１から２３のいずれか一項に記載の潤滑剤組成物を製造する方法であって、
　基油類または基油類の混合物（ａ）に、少なくとも１種の化合物（ｂ）および少なくと
も１種の化合物（ｃ）を含むパッケージ添加剤を希釈して、
　任意で、粘度指数改良ポリマーを添加する、潤滑剤組成物製造方法。
【請求項２５】
　請求項２４において、パッケージ添加剤が潤滑剤組成物中１０～３０重量％になるよう
に希釈され、粘度指数改良ポリマーが潤滑剤組成物中０～３重量％添加される、潤滑剤組
成物製造方法。
【請求項２６】
　４ストロークエンジン用の潤滑剤に使用されるパッケージ添加剤であって、
　前記潤滑剤は、ＡＳＴＭ　Ｄ８７４規格に従い測定される硫酸灰分が０．５％以下であ
り、ＡＳＴＭ　Ｄ５１８５規格に従い測定されるリン分が５００ｐｐｍ以下であり、ＡＳ
ＴＭ　Ｄ５１８５規格に従い測定される硫黄分が０．２％未満であり、
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　前記パッケージ添加剤は、
　ｂ）１００℃での動粘度が３００～１２００ｃＳｔであり、オクテン、デセン、ドデセ
ン、テトラデセン、およびヘキサデセンからなる群から選択されたモノマーから得られた
重質ポリαオレフィン（ＰＡＯ）からなる群から選択される少なくとも１種であり、清浄
性を向上させるための化合物（ｂ）と、
　ｃ）式：Ｒ（ＯＨ）ｍ（ＣＯ２Ｒ’（ＯＨ）ｐ）ｎ

（式中、ｍは０～４の整数であり；ｎは１～４の整数であり；ｐは０～８の整数であり；
ｐ＋ｍは少なくとも０を超えており；ＣＯ２は、ＣＯＯまたはＯＣＯであり；ＲおよびＲ
’は、互いに独立して、炭素数１～３０の飽和または不飽和の直鎖または分岐鎖の炭化水
素基であり、任意で、少なくとも１種の芳香族基で置換されている）
　で表されるエステルからなる群から選択される少なくとも１種のエステル（ｃ）と、
　を含み、前記化合物（ｂ）は、任意でさらに、ポリイソブテン（ＰＩＢ）系の高分子化
合物からなる群から選択される少なくとも１種のＰＩＢ化合物を含み、
　任意で、耐摩耗・極圧剤、摩擦調整剤、清浄剤または過塩基性の清浄剤、酸化防止剤、
流動点降下剤、分散剤、消泡剤、増ちょう剤、または粘度指数改良ポリマー、
　を含むパッケージ添加剤。
【請求項２７】
　請求項１から２３のいずれか一項に記載の組成物の、４ストロークエンジン用の潤滑剤
としての使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、優れた清浄性を有し、かつ、燃費の向上に貢献する４ストロークエンジン用
の低灰分潤滑剤組成物に関するものであり、この低灰分潤滑剤組成物は、少なくとも１種
のヒドロキシ化されたエステルまたはその誘導体を含む。
【背景技術】
【０００２】
　環境に対する懸念により、車両からの汚染物排出の低下および燃料の節約がますます求
められている。エンジンの潤滑剤の性状は、これらの要件のいずれにも影響する。
【０００３】
　また、摩擦軽減を担う潤滑剤の挙動は、燃費に影響する。これは、主に、潤滑剤基剤単
独の品質か、または潤滑剤基剤と添加剤の組合せ（粘度指数を改良するポリマーと潤滑剤
に《省燃費》性を付与する摩擦調整剤）の品質に起因する。
【０００４】
　また、エンジン潤滑剤の一部は燃料と混ざるので、燃焼後の車両の排気ガスには潤滑剤
のある種の成分が含まれることがある。これらの成分（詳細には、ある種の添加剤）は、
硫黄、リン、硫酸灰分など、車両に搭載された後処理システムを損傷する物質を形成しか
ねない。灰分は、粒子フィルタにとって有害であり、さらに、リンは触媒システムの触媒
毒となる。
【０００５】
　したがって、エンジンの用途に応じて、潤滑剤の配合（潤滑剤基剤の選択や添加剤の選
択）を適宜変更する必要がある。自動車エンジンの場合、ある種の規格に準じて特別に配
合された潤滑剤、特に、欧州自動車工業会（ＡＣＥＡ）によって定められた、低灰分（い
わゆる《低ＳＡＰＳ》）のＡＣＥＡ－Ｃ４規格や（いわゆる《低ＳＡＰＳ》且つ《省燃費
》の）ＡＣＥＡ－Ｃ１規格に準じて特別に配合された潤滑剤を使用するのが好ましいとさ
れる。これらの規格は、潤滑剤における硫酸灰分（金属の存在で生じる）、硫黄およびリ
ンの限界含有量を課すものである。ここで、《低ＳＡＰＳ》とは、《硫酸灰分、リン、硫
黄》の含有量が低いことを表す。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　しかしながら、エンジン用の潤滑剤において、必要とされる高水準の性能を維持しなが
ら灰分、硫黄およびリンの含有量を減少させるのは困難である。というのも、これらの物
質は、今日使用されているほとんどの基油および添加剤に含まれているからである。
【０００７】
　例えば、二次的な酸化生成物や燃焼生成物を溶解することで金属部品の表面にデポジッ
トが形成するのを防ぎ、エンジンオイルを配合する際の重要な化合物とされる清浄剤は金
属を含んでおり、そのため灰分を生じる。一般的な清浄剤として、アルカリ土類金属（カ
ルシウム、マグネシウムなど）を有するスルホネート系、フェネート（フェノラート）（
フェノキシド）系やサリチレート系の清浄剤またはこれらの過塩基性清浄剤が挙げられる
。
【０００８】
　エンジン部品への十分な清浄性を維持しながらも、灰分を低下させるために潤滑剤組成
物中の清浄剤の含有量を減らしたい場合、潤滑剤に含まれる他の成分の、デポジット形成
を最小限に抑える能力に注目する必要がある。
【０００９】
　清浄剤の含有量を減らしつつも良好な清浄性を維持し、優れた省燃費性を達成すること
のできる低灰分潤滑剤を得る１つの可能性として、特殊な鉱物系基油または合成基油を使
用することが挙げられる。
【００１０】
　これらの基油は、一般的な基油に比べて、優れた耐温度性及び耐酸化性の利点を備えて
いるので、デポジットの形成を最小限に抑えることができる。したがって、潤滑剤中の清
浄剤による処理レベルを下げることができ、これと共に灰分も減少する。
【００１１】
　また、これらの基油は高い粘度指数（ＶＩ）を自然に有しているので、優れた省燃費性
を持つ潤滑剤を得ることができ、それにより、潤滑剤のデポジットを形成するとともに、
粘度指数を改良するポリマーの量を減らすこともできる。
【００１２】
　さらに、前記特殊な鉱物系基油は、集中的な水添処理を受けるので、一般的な鉱物系基
油よりも硫黄分が比較的低い。また、前記特殊な合成基油の場合は硫黄を含まない。よっ
て、これらの基油は、ＡＣＥＡ規格が課す硫黄の限界含有量を容易にクリアすることがで
きる。
【００１３】
　前記《特殊な鉱物系基油》とは、米国石油協会（ＡＰＩ）の分類に基づくグループ３の
基油に属し且つ高い粘度指数（一般的に１３０を超える）を有する基油（一般的に《グル
ープ３＋基油》と規定されている）か、または、ＧＴＬ（ガストゥリキッド）プロセスで
得られた基油のことをいう。
【００１４】
　いわゆる《グループ３＋基油》の特殊な鉱物系基油は、低温特性が改善し、低揮発性が
得られ、かつ、粘度指数が１３０を超えるように調製される。
【００１５】
　前記特殊な鉱物系基油は、水素化異性化基油である。この水素化異性化基油は、水素化
分解処理の残渣から調製されてもよく、任意で蝋（ろう）または粗ろう（スラックワック
ス）が添加され、触媒を用いた集中的な脱パラフィン処理に供したものとしてもよい。以
降の説明において、特記しない限り、《グループ３の基油類》はＡＰＩ分類に基づくグル
ープ３の任意の種類の鉱物系基油を指し、「グループ３の特殊な基油」または「グループ
３の基油」は、グループ３の基油類であって粘度指数が１３０を超えるものを指す。
【００１６】
　前記合成基油は、例えば、ポリαオレフィン（ＰＡＯ）、エステル、ポリ内部オレフィ
ン（それぞれ、ＡＰＩ分類に従うと、グループ４、グループ５、グループ６に属する）で
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ある。
【００１７】
　しかしながら、前述した利点を有する一方、前記グループ３＋基油の基油には多段階の
複雑な精製工程が必要であり、また、グループ４および５の基油には合成工程が必要なこ
とから、コストおよび入手容易性に対する影響は否めない。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明は、４ストロークエンジン用の低ＳＡＰＳおよび省燃費性を付与できる潤滑剤に
関するものであり、この潤滑剤に含まれる一連の添加剤により、使用可能な潤滑剤基油類
の数が増加する（特に、一般的なグループ３の基油類を使用できるようになる）。
【００１９】
　本発明の目的は、複数の種類の添加剤を含んだ４ストロークエンジン用の潤滑剤組成物
を提供することであり、前記複数の種類の添加剤は、灰分、硫黄およびリンを最小限に抑
えることができ、この種の用途で一般的に利用されている添加剤に部分的にまたは完全に
取って替わることができる。また、その添加剤同士の共同作用により、最適な清浄性およ
び省燃費性を維持しつつ、灰分、硫黄分、リン分などを低くまたは極めて低く抑えること
ができる。なお、本明細書において、潤滑剤の清浄性を《維持》する、または潤滑剤の清
浄性が《向上》するとは、特に、清浄剤の含有量を変えずとも、潤滑剤中の他の成分によ
るデポジットの形成（特に、高温デポジットの形成）を抑えることができるということを
意味する。
【００２０】
　本発明にかかる組成物は、４ストロークエンジン用の潤滑剤組成物であって、ａ）ＡＰ
Ｉ分類のグループ１～５のオイル、好ましくは、グループ３または４のオイルから選択さ
れる少なくとも１種の基油類と、ｂ）１００℃での動粘度が７５～３０００ｃＳｔである
重質ポリαオレフィン（ＰＡＯ）からなる群から選択される少なくとも１種のＰＡＯ化合
物（ｂ）および／またはポリイソブテン（ＰＩＢ）系の高分子化合物からなる群から選択
される少なくとも１種のＰＩＢ化合物（ｂ）と、ｃ）式：Ｒ（ＯＨ）ｍ（ＣＯＯＲ’（Ｏ
Ｈ）ｐ）ｎで表されるエステルからなる群から選択される少なくとも１種のエステルまた
はそのホウ酸誘導体（式中、ｍは０～８、好ましくは１～４の整数であり；ｎは１～８、
好ましくは１～４の整数であり；ｐは０～８、好ましくは１～４の整数であり；ｐ＋ｍは
少なくとも０を超えており；ＲおよびＲ’は、互いに独立して、炭素数１～３０の飽和ま
たは不飽和の直鎖または分岐鎖の炭化水素基であり、任意で、少なくとも１種の芳香族基
で置換されている）とを含み、ＡＳＴＭ　Ｄ８７４規格に従い測定される硫酸灰分が０．
５％以下であり、ＡＳＴＭ　Ｄ５１８５規格に従い測定されるリン分が５００ｐｐｍ以下
であり、ＡＳＴＭ　Ｄ５１８５規格に従い測定される硫黄分が０．２％未満である。
【００２１】
　好ましい一実施形態において、エステル（ｃ）は、Ｒ基に、少なくとも１つの遊離のヒ
ドロキシ残基を有しており、前記ＯＨ基は、Ｒ基が結合するエステル部位のＣＯ官能基の
炭素原子から数えて前記Ｒ基のα位、β位またはγ位に位置しており、および／またはＲ
’基に、少なくとも１つの遊離のヒドロキシ残基を有しており、前記ＯＨ基は、Ｒ’基が
結合するエステル部位のＣＯＯ基の酸素原子から数えて前記Ｒ’基のβ位、γ位またはδ
位に位置している。
【００２２】
　好ましくは、エステル（ｃ）のＲ’基はＣ１～Ｃ１０、より好ましくは、Ｃ２～Ｃ６で
ある。
【００２３】
　一実施形態において、ｐは少なくとも０を超えており、エステル（ｃ）のＲ基はＣ８～
Ｃ２５、より好ましくは、Ｃ１２～Ｃ１８である。
【００２４】
　好ましくは、少なくとも１種のエステル（ｃ）は、グリセロールのモノエステル、ジエ
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ステルまたはそれらのホウ酸誘導体から選択され、好ましくは、グリセロールモノオレー
ト類、グリセロールステアレート類、グリセロールイソステアレート類またはそれらのホ
ウ酸誘導体から選択される。
【００２５】
　一実施形態において、ｎは１～４の整数であり、エステル（ｃ）のＲ基はＣ１～Ｃ５、
好ましくは、Ｃ１～Ｃ３である。
【００２６】
　好ましくは、少なくとも１種のエステル（ｃ）は、シトレート類、タルトレート類、マ
レート類、ラクテート類、マンデレート類、グリコレート類、ヒドロキシプロピオネート
類、ヒドロキシグルタレート類またはそれらのホウ酸誘導体から選択される。
【００２７】
　好ましくは、本発明にかかる組成物は、Ｍ１１１ＦＥ試験で測定される最低燃費向上率
が少なくとも２．５％であり、かつ、欧州自動車工業会が定めるＡＣＥＡ－Ｃ１規格を満
たしている。
【００２８】
　好ましい一実施形態において、前記組成物は、ＡＳＴＭ　Ｄ４４５規格で測定される１
００℃での動粘度が５．６～１６．３ｃＳｔ、好ましくは、９．３～１２．５ｃＳｔであ
る。
【００２９】
　好ましい一実施形態において、前記組成物は、ＳＡＥ　Ｊ３００分類によると５Ｗ３０
グレードに相当する。
【００３０】
　好ましい一実施形態において、前記組成物は、粘度指数が１３０以上、好ましくは１５
０を超えており、より好ましくは、１６０を超えている。
【００３１】
　好ましい一実施形態において、前記組成物中の基油類または基油類の混合物（ａ）（基
油類（ａ）または基油類（ａ）の混合物）は少なくとも７０重量％に達する。
【００３２】
　好ましい一実施形態において、前記組成物中の基油類または基油類の混合物（ａ）は、
少なくとも１種のグループ３の基油類を、当該潤滑剤組成物の総重量に対して少なくとも
６０重量％、および少なくとも１種のグループ４の基油類を、当該潤滑剤組成物の総重量
に対して少なくとも１０重量％を含んでいる。
【００３３】
　好ましい一実施形態において、前記組成物中の少なくとも１種の化合物（ｂ）は、重質
ポリαオレフィン（ＰＡＯ）からなる群から選択されるＰＡＯ化合物と、ポリイソブテン
（ＰＩＢ）系の高分子化合物からなる群から選択されるＰＩＢ化合物とで構成される。
【００３４】
　好ましい一実施形態において、前記組成物は、少なくとも１種の化合物（ｂ）を０．１
～６％、好ましくは２～４％含み、少なくとも１種の化合物（ｃ）を０．１～２．５％、
好ましくは０．５～１．５％含んでいる。
【００３５】
　好ましい一実施形態において、前記組成物は、さらに、少なくとも１種のジチオリン酸
亜鉛系の耐摩耗剤化合物、および、任意で、アミンリン酸塩類を含んでいる。
【００３６】
　好ましい一実施形態において、前記組成物には、少なくとも１種のジチオリン酸亜鉛系
の耐摩耗剤化合物が１％以下、好ましくは０．５％以下含まれている。
【００３７】
　好ましい一実施形態において、前記組成物は、アミンリン酸塩系の添加剤を含まない。
【００３８】
　好ましい一実施形態において、前記組成物は、モリブデン系の摩擦調整剤を含まない。
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【００３９】
　好ましい一実施形態において、前記組成物は、さらに、少なくとも１種の酸化防止剤化
合物を含み、前記酸化防止剤化合物は、好ましくは灰分を形成せず、また好ましくはフェ
ノール系またはアミン系である。
【００４０】
　好ましい一実施形態において、前記組成物には、少なくとも１種の酸化防止剤が０．０
１～５％含まれている。
【００４１】
　好ましい一実施形態において、前記組成物は、ＡＳＴＭ　Ｄ－２８９６規格に従い測定
される塩基価（ＢＮ）が組成物中８ｍｇＫＯＨ／ｇ以下、好ましくは６．５ｍｇＫＯＨ／
ｇ以下である。
【００４２】
　好ましい一実施形態において、前記組成物は、さらに、粘度指数改良ポリマー（粘度指
数向上ポリマー）を０～３％、好ましくは０～２．５％含み、前記粘度指数改良ポリマー
は、高分子エステル；オレフィン系コポリマー（ＯＣＰ）；スチレン、ブタジエンまたは
イソプレンのホモポリマーまたはコポリマー；およびポリメタクリレート（ＰＭＡｓ）か
らなる群から選択されたものである。
【００４３】
　本発明の他の目的は、本発明にかかる組成物を製造する方法に関し、この製造方法では
、基油類または基油類の混合物（ａ）に、少なくとも１種の化合物（ｂ）および少なくと
も１種の化合物（ｃ）を含むパッケージ添加剤を希釈して、任意で、粘度指数改良ポリマ
ーを添加する。
【００４４】
　好ましい一実施形態において、パッケージ添加剤は潤滑剤組成物の１０～３０重量％、
好ましくは１５～２０重量％になるように希釈され、粘度指数改良ポリマーが潤滑剤組成
物の０～３重量％添加される。
【００４５】
　本発明のさらなる他の目的は、４ストロークエンジン用の潤滑剤に使用されるパッケー
ジ添加剤に関する。このパッケージ添加剤は、前記潤滑剤が、ＡＳＴＭ　Ｄ８７４規格に
従い測定される硫酸灰分が０．５％以下であり、ＡＳＴＭ　Ｄ５１８５規格に従い測定さ
れるリン分が５００ｐｐｍ以下であり、ＡＳＴＭ　Ｄ５１８５規格に従い測定される硫黄
分が０．２％未満であるパッケージ添加剤であって、前記パッケージ添加剤は、
　重質ポリαオレフィン（ＰＡＯ）からなる群から選択される少なくとも１種の化合物（
ｂ）および／またはポリイソブテン（ＰＩＢ）系からなる群から選択される少なくとも１
種のＰＩＢ化合物（ｂ）と、
　少なくとも１種のヒドロキシ化されたエステル（ｃ）とを含み、
　さらに、任意で、耐摩耗・極圧剤、摩擦調整剤、清浄剤または過塩基性の清浄剤、酸化
防止剤、流動点降下剤、分散剤、消泡剤、増ちょう剤、粘度指数改良ポリマーが含まれて
いる。
【００４６】
　好ましくは、前記パッケージ添加剤は、重質ポリαオレフィン（ＰＡＯ）からなる群か
ら選択され、任意で、ポリイソブテン（ＰＩＢ）が含まれる少なくとも１種の化合物（ｂ
）を０．５～３０重量％、より好ましくは１０～２５重量％含み、少なくとも１種のヒド
ロキシ化されたエステル（ｃ）を０．５～１５重量％、より好ましくは２．７５～８．７
５重量％含んでいる。
【００４７】
　本発明のさらなる他の目的は、本発明にかかる潤滑剤組成物の、４ストロークエンジン
用の潤滑剤としての使用に関する。
【００４８】
　本発明のさらなる他の目的は、式：Ｒ（ＯＨ）ｍ（ＣＯＯＲ’（ＯＨ）ｐ）ｎで表され
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るエステルからなる群から選択される少なくとも１種のエステルまたはそのホウ酸誘導体
の、４ストロークエンジン用の潤滑剤組成物を調製する上での摩擦調整剤としての使用（
式中、ｍは０～８、好ましくは１～４の整数であり；ｎは１～８、好ましくは１～４の整
数であり；ｐは０～８、好ましくは１～４の整数であり；ｐ＋ｍは少なくとも０を超えて
おり；ＲおよびＲ’は、互いに独立して、炭素数１～３０の飽和または不飽和の直鎖また
は分岐鎖の炭化水素基であり、任意で、少なくとも１種の芳香族基で置換されている）に
関し、当該使用において、前記潤滑剤組成物は、ＡＳＴＭ　Ｄ８７４規格に従い測定され
る硫酸灰分が０．５％以下であり、ＡＳＴＭ　Ｄ５１８５規格に従い測定されるリン分が
５００ｐｐｍ以下であり、ＡＳＴＭ　Ｄ５１８５規格に従い測定される硫黄分が０．２％
以下である。
【発明を実施するための形態】
【００４９】
　本発明にかかる４ストロークエンジン用の潤滑剤組成物は、ＡＳＴＭ　Ｄ８７４規格に
従い測定される硫酸灰分が０．５％以下であり、ＡＳＴＭ　Ｄ５１８５規格に従い測定さ
れるリン分が５００ｐｐｍ以下であり、ＡＳＴＭ　Ｄ５１８５規格に従い測定される硫黄
分が０．２％未満である。
【００５０】
　好ましくは、本発明にかかる組成物は、軽量車両用のガソリンエンジンオイルおよびデ
ィーゼルエンジンオイルに関して欧州自動車工業会が定めたＡＣＥＡ－Ｃ４規格に属し、
好ましくはＡＣＥＡ－Ｃ１規格に属する。
【００５１】
　以下の表は、ＡＣＥＡ規格によって要求される硫黄分、リン分、硫酸灰分および省燃費
性能をまとめたものである。
【００５２】
【表１】

【００５３】
　一実施形態において、本発明にかかる組成物は、硫酸灰分が０．３０％以下、好ましく
は０．２５％以下であり、リン分が３００ｐｐｍ以下、好ましくは２００ｐｐｍ未満であ
る。
【００５４】
　［１）基油類または基油類の混合物（ａ）］
　本発明にかかる潤滑剤組成物は、少なくとも１種の基油類を一般的に少なくとも約５０
重量％、好ましくは約７０重量％超、さらに好ましくは９０重量％以上含む。
【００５５】
　本発明にかかる組成物に用いられる少なくとも１種の基油類は、ＡＰＩ分類に定められ
たグループ１～５（またはＡＴＩＥＬ（欧州潤滑油協会）分類に基づく等価物）もしくは
これらの混合物の鉱物由来のオイル（鉱物油）または合成オイル（合成油）としてもよい
。
【００５６】
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【表２】

【００５７】
　前記基油類は、植物由来、動物由来または鉱物由来であってもよい。本発明にかかる鉱
物系の基油類には、原油を常圧蒸留や減圧蒸留し、その後、溶剤抽出、脱アスファルト、
溶剤脱ろう、水添処理、水素化分解・水素化異性化、水素化仕上げなどの精製工程に通す
ことで得られるあらゆる種類の基油類が含まれる。
【００５８】
　本発明にかかる組成物の基油類は、カルボン酸類とアルコール類とのエステル、ポリα
オレフィンなどの合成油であってもよい。ポリαオレフィン（本発明にかかる組成物に含
まれる重質ポリαオレフィン（ｂ）とは異なる）を基油類として用いる場合、前記ポリα
オレフィンは、例えば、炭素数が４～３２（例えば、オクテン、デセンなど）であるモノ
マーから得られ１００℃での動粘度が１．５～１５ｃＳｔである。一般的に、前記ポリα
オレフィンの重量平均分子量は２５０～３０００である。
【００５９】
　合成油と鉱物油の混合物を用いてもよい。
【００６０】
　本発明にかかる組成物を調製するために用いられる基油類としては、その量および性状
の調整しだいで、前記組成物がＡＳＴＭ　Ｄ５１８５規格に従い測定される硫黄分０．２
％未満且つ４ストロークエンジンオイルの用途に適合した粘度グレード（粘度等級）およ
び粘度指数を具備できるかぎり、制限はない。
【００６１】
　好ましくは、本発明にかかる組成物は、ＡＳＴＭ　Ｄ４４５規格で測定される１００℃
での動粘度が５．６～１６．３ｃＳｔ（ＳＡＥグレード２０、３０および４０に相当）、
好ましくは、９．３～１２．５ｃＳｔ（ＳＡＥグレード３０に相当）である。特に好まし
い一実施形態において、本発明にかかる組成物は、ＳＡＥ　Ｊ３００分類によると５Ｗ３
０グレード（等級）に相当する。
【００６２】
　好ましくは、本発明にかかる組成物の粘度指数は１３０を超え、好ましくは１５０を超
えており、より好ましくは、１６０を超えている。
【００６３】
　潤滑剤の硫黄分は、使用する基油類の硫黄分に大きく影響される。よって、硫黄分が０
．３％未満の鉱物油（例えば、グループ３の鉱物油）や硫黄分を含まない合成基油（好ま
しくはグループ４の基油類）の使用、またはこれらの混合物の使用が好都合である。
【００６４】
　以上を踏まえて、本発明にかかる組成物は、基油類を少なくとも７０％、好ましくは、
少なくとも１種のグループ３の基油類を少なくとも約６０重量％、および少なくとも１種
のグループ４の基油類を少なくとも約１０重量％含むものとされてもよい。
【００６５】
　［２）化合物（ｂ）：《重質》ポリαオレフィン（ＰＡＯ）またはポリイソブテン（Ｐ
ＩＢ）］
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　本発明にかかる組成物に配合される《重質》ポリαオレフィン（ＰＡＯ）系の化合物、
すなわち《高粘度》ポリαオレフィン系のＰＡＯ化合物（ｂ）は、ＡＳＴＭ　Ｄ４４５に
従い測定される１００℃での動粘度が７５～３０００ｃＳｔ、好ましくは１５０～１５０
０ｃＳｔ、より好ましくは３００～１２００ｃＳｔであるポリαオレフィンからなる群か
ら選択される。
【００６６】
　好ましくは、前記《重質》ポリαオレフィンの数平均分子量Ｍｎは２５００を超え、よ
り好ましくは３０００～２００００であり、さらに好ましくは３０００～１００００であ
り、なおいっそう好ましくは３０００～７０００である。
【００６７】
　一般的に、前記《重質》ポリαオレフィンの重量平均分子量Ｍｗは約４０００～約５０
０００であり、その多分散度（分子量分布）Ｍｗ／Ｍｎは約１．１～５またはそれ以上で
ある。
【００６８】
　前記《重質》ポリαオレフィンは、例えば、オクテン、デセン、ドデセン、テトラデセ
ン、ヘキサデセンなどのモノマーから得られるホモポリマーまたはコポリマーか、または
他の種類のオレフィンとのコポリマーである。
【００６９】
　本発明にかかる組成物において、前記《重質》ポリαオレフィンは単独でも混合物とし
ても用いられてよい。
【００７０】
　（ポリイソブテン（ＰＩＢ）系の化合物（ｂ））
　本発明にかかる組成物に配合されるポリイソブテン（ＰＩＢ）系のＰＩＢ化合物（ｂ）
は、油溶性の液状高分子化合物である。一般的に、その重量平均分子量Ｍｗは８００を超
え、好ましくは８００～８０００であり、通常１５００～７０００である。好ましくは、
１００℃での動粘度は１０００～６０００ｃＳｔ（ＡＳＴＭ　Ｄ４４５に従い測定）であ
る。
【００７１】
　一般的に、本発明にかかるポリイソブテン（ＰＩＢ）は、重量平均分子量が２０００～
５０００であり、かつ、１００℃での動粘度が３０００～４５００ｃＳｔである。
【００７２】
　本発明にかかる組成物は、上述した重質ポリαオレフィン（ＰＡＯ）からなる群から選
択される少なくとも１種のＰＡＯ化合物および／または上述したポリイソブテン（ＰＩＢ
）系の高分子化合物からなる群から選択される少なくとも１種のＰＩＢ化合物を含む。
【００７３】
　これらの化合物（ｂ）は、単独でまたは組合せで、従来の基油類が配合されたエンジン
用潤滑剤中のデポジットを通常形成する粘度指数改良ポリマーと完全にまたは部分的に置
き換わることができる。これにより、清浄剤の含有量を減らすことが可能になる。ただし
、低温挙動に乏しいので、省燃費性は若干低下する。
【００７４】
　［３）ヒドロキシ化されたエステル］
　本発明にかかる組成物は、さらに、式：Ｒ（ＯＨ）ｍ（ＣＯＯＲ’（ＯＨ）ｐ）ｎで表
されるエステルからなる群から選択される少なくとも１種のエステルまたはそのホウ酸誘
導体（式中、ｍは０～８、好ましくは１～４の整数であり；ｎは１～８、好ましくは１～
４の整数であり；ｐは０～８、好ましくは１～４の整数であり；ｐ＋ｍは少なくとも０を
超えており；ＲおよびＲ’は、互いに独立して、炭素数１～３０の飽和または不飽和の直
鎖または分岐鎖の炭化水素基であり、任意で、少なくとも１種の芳香族基で置換されてい
る）を含む。
【００７５】
　好ましい一実施形態において、前記エステル（ｃ）は、Ｒ基に、少なくとも１つの遊離
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のヒドロキシ残基を有しており、前記ＯＨ基は、Ｒ基が結合するエステル部位のＣＯ官能
基の炭素原子から数えて前記Ｒ基のα位、β位またはγ位に位置しており、および／また
はＲ’基に、少なくとも１つの遊離のヒドロキシ残基を有しており、前記ＯＨ基は、Ｒ’
基が結合するエステル部位のＣＯＯ基の酸素原子から数えて前記Ｒ’基のβ位、γ位また
はδ位に位置している。
【００７６】
　好ましくは、前記Ｒ’基はＣ１～Ｃ１０、好ましくは、Ｃ２～Ｃ６である。
【００７７】
　好ましくは、前記Ｒ基はＣ８～Ｃ２５、好ましくは、Ｃ１２～Ｃ１８である。
【００７８】
　一実施形態において、前記ｐは少なくとも０を超えており、前記エステル（ｃ）のＲ基
はＣ８～Ｃ２５、好ましくは、Ｃ１２～Ｃ１８である。
【００７９】
　一実施形態において、前記ｎは１～４の整数であり、前記エステル（ｃ）のＲ基はＣ１

～Ｃ５、好ましくは、Ｃ１～Ｃ３である。
【００８０】
　前記ヒドロキシ化されたエステル（ｃ）は、グリセロールのモノエステル、ジエステル
またはそれらのホウ酸誘導体から選択されてよく、例えば、グリセロールモノオレート類
、グリセロールステアレート類、グリセロールイソステアレート類またはそれらのホウ酸
誘導体から選択されてよい。
【００８１】
　前記ヒドロキシ化されたエステル（ｃ）は、シトレート類、タルトレート類、マレート
類、ラクテート類、マンデレート類、グリコレート類、ヒドロキシプロピオネート類、ヒ
ドロキシグルタレート類またはそれらのホウ酸誘導体から選択されてよい。
【００８２】
　驚くべきことに、従来の基油類に対して化合物（ｂ）および化合物（ｃ）を配合するこ
とにより、たとえ清浄剤の含有量が抑えられていても、優れた清浄性及び省燃費性を達成
可能なエンジン用潤滑剤を処方できることが判明した。このようにして、良好な清浄性を
維持したまま、省燃費性および低ＳＡＰＳを有するエンジン用潤滑剤を得ることができる
。
【００８３】
　本発明にかかる組成物は、例えば、少なくとも１種の化合物（ｂ）を０．１～６％、好
ましくは２～４％含み、少なくとも１種の化合物（ｃ）を０．１～２．５％、好ましくは
０．５～１．５％含むものとしてもよい。
【００８４】
　本発明にかかる式：Ｒ（ＯＨ）ｍ（ＣＯＯＲ’（ＯＨ）ｐ）ｎで表されるエステルは、
当業者に公知の方法によって調製され、特に、式：Ｒ（ＯＨ）ｍ（ＣＯＯＨ）ｎで表され
るカルボン酸と式：Ｒ’（ＯＨ）ｐで表されるアルコールとを反応させることで調製され
る（置換基ＲおよびＲ’ならびに係数ｍおよびｎについては前述を参照されたい）。
【００８５】
　［４）他の添加剤］
　本発明にかかる組成物は、さらに、４ストロークエンジンオイルの用途に適したあらゆ
る種類の添加剤を含んでいてもよい。これらの添加剤は、当業者にとって周知のＡＣＥＡ
（欧州自動車工業会）および／またはＡＰＩ（米国石油協会）が定める性能レベルを具備
した４ストロークエンジン用の潤滑剤であってよく、これらの添加剤は別々に投入しても
よいし、および／または予め配合されたパッケージ添加剤としてもよい。
【００８６】
　つまり、本発明にかかる組成物には、特に、耐摩耗・極圧剤、摩擦調整剤、清浄剤また
は過塩基性の清浄剤、酸化防止剤、粘度指数改良ポリマー、流動点降下剤、分散剤、消泡
剤、増ちょう剤などが含まれてよいが、これらに限定されない。
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【００８７】
　（耐摩耗・極圧剤）
　耐摩耗・極圧剤は、摩擦面に吸着されて保護膜を形成してその摩擦面を保護する。今日
最もよく利用されている耐摩耗・極圧剤は、ジチオリン酸亜鉛（ＤＴＰＺｎ）類である。
耐摩耗・極圧剤として、他にも、様々なリン化合物、硫黄化合物、窒素化合物、塩素化合
物およびホウ素化合物が挙げられる。
【００８８】
　豊富な種類の耐摩耗剤が存在するが、エンジン用オイルで最もよく利用されているのは
、アルキルチオリン酸金属塩（特に、アルキルチオリン酸亜鉛類、特には、ジアルキルジ
チオリン酸亜鉛類またはＤＴＰＺｎ）などのリン－硫黄系の耐摩耗剤である。好ましいジ
アルキルジチオリン酸亜鉛類は、式：Ｚｎ（（ＳＰ（Ｓ）（ＯＲ１）（ＯＲ２））２（式
中、Ｒ１およびＲ２はアルキル基であり、好ましくは炭素数１～１８のアルキル基である
）で表される化合物である。ＤＴＰＺｎは、一般的に、エンジン用オイルに対して約０．
１～約２重量％存在する。
【００８９】
　今日利用されている耐摩耗剤として、他にも、アミンリン酸塩類が挙げられる。
【００９０】
　しかしながら、これらの耐摩耗剤中のリンは、自動車の触媒システムの触媒毒となるの
みでなく、灰分も形成する。これらの影響は、そのような耐摩耗剤を、リンを含まない添
加剤（例えば、ポリスルフィド、特に、硫黄含有オレフィン類）に部分的に置き換えるこ
とで最小限に抑えることができる。
【００９１】
　また、潤滑剤組成物では、灰分を形成する窒素および硫黄を含有する耐摩耗・極圧剤も
一般的に利用されており、例えば、ジチオカルバミン酸金属塩類、特に、モリブデンジチ
オカルバメート類が挙げられる。
【００９２】
　グリセロールのエステルも、耐摩耗剤である。例えば、モノオレエート類、ジオレエー
ト類、トリオレエート類、モノパルミテート類、モノミリステート類などが挙げられる。
【００９３】
　耐摩耗・極圧剤は、エンジン用潤滑剤組成物において、例えば、０．０１～６％、好ま
しくは０．０１～４％含まれる。
【００９４】
　本発明にかかる組成物では、ヒドロキシ化されたエステルまたは多価アルコール系エス
テル（ｃ）により、硫黄含有添加剤、リン／硫黄含有添加剤、窒素含有添加剤、チオリン
酸塩系添加剤の量およびリン酸塩の量が抑えられるので、４ストロークエンジン用オイル
の用途に耐えうる性能を維持したまま、ＡＣＥＡ－Ｃ規格やＡＣＥＡ－Ｃ２規格に沿うか
たちで、硫酸灰分、硫黄分、リン分を減少させることができる。
【００９５】
　本発明にかかる潤滑剤組成物は、ＤＴＰＺｎおよび／または他種の耐摩耗・極圧剤を含
んでいてもよく、その場合、その量は、潤滑剤組成物全体で、ＡＳＴＭ　Ｄ８７４規格に
従い測定される硫酸灰分が０．５％未満であり、ＡＳＴＭ　Ｄ５１８５規格に従い測定さ
れるリン分が５００ｐｐｍ未満であり、ＡＳＴＭ　Ｄ５１８５規格に従い測定される硫黄
分が０．２％未満となるような量であればよい。
【００９６】
　本発明にかかる潤滑剤組成物がＤＴＰＺｎを含む場合、前記ＤＴＰＺｎの量は、１重量
％以下、好ましくは０．５重量％以下でもよい。また、本発明にかかる潤滑剤組成物は、
リンを有する添加剤、（例えば、アミンリン酸塩）を全く含まないものであってもよい（
すなわち、０重量％）。
【００９７】
　（摩擦調整剤）
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　４ストロークエンジン用の潤滑剤組成物に摩擦調整剤を配合する場合、前記摩擦調整剤
は、金属元素を含む化合物であってもよいし、灰分を形成しない化合物であってもよい。
モリブデンスルフィド類、グラファイトまたはポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）
などの固体化合物も挙げられる。
【００９８】
　金属化合物系の摩擦調整剤として、Ｍｏ、Ｓｂ、Ｓｎ、Ｆｅ、Ｃｕ、Ｚｎなどの遷移金
属の錯体が挙げられ、前記錯体は、酸素原子、窒素原子、硫黄原子またはリン原子を含む
炭化水素化合物を配位子とし得る。詳細には、例えば、モリブデンジチオカルバメート、
モリブデンジチオフォスフェートなどのモリブデン含有化合物が特に効果的である。
【００９９】
　灰分を形成しない摩擦調整剤として、例えば、脂肪アルコール、脂肪酸、エステル、脂
肪アミンなどが挙げられる。
【０１００】
　前記摩擦調整剤は、一般的に、エンジン用潤滑剤に０．０１～５％、好ましくは０．０
１～１．５％含まれる。
【０１０１】
　本発明にかかる組成物では、ヒドロキシ化されたエステルまたは多価アルコール系エス
テル（ｃ）により、硫酸灰分、リンおよび硫黄を形成する摩擦調整剤の量を抑えられるの
で、４ストロークエンジン用オイルの用途に耐えうる性能を維持したまま、例えば、ＡＣ
ＥＡ－Ｃ１規格やＡＣＥＡ－Ｃ４規格に沿うかたちで、硫酸灰分、硫黄分、リン分を減少
させることができ、好ましくは、ＡＣＥＡ－Ｃ１規格を満たすように省燃費性または燃費
向上を達成することができる。
【０１０２】
　本発明にかかる組成物は、灰分を形成する摩擦調整剤（例えば、モリブデン系の摩擦調
整剤）を含まないものであってもよい。
【０１０３】
　しかしながら、本発明にかかる潤滑剤組成物は、あらゆる種類の摩擦調整剤を含んでい
てもよく、かつ、その量は、潤滑剤組成物全体で、ＡＳＴＭ　Ｄ８７４規格に従い測定さ
れる硫酸灰分が０．５％以下であり、ＡＳＴＭ　Ｄ５１８５規格に従い測定されるリン分
が５００ｐｐｍ以下であり、ＡＳＴＭ　Ｄ５１８５規格に従い測定される硫黄分が０．２
％以下となるような量であればよい。
【０１０４】
　（酸化防止剤）
　酸化防止剤は、デポジットの形成、スラッジの発生やオイル粘度の上昇などといった、
使用の際のオイルの劣化を遅延させるものである。酸化防止剤は、ラジカル阻害剤または
ヒドロペルオキシド分解剤として作用する。現在利用されている酸化防止剤として、アミ
ノ基を有するフェノール系の酸化防止剤が挙げられる。一部の酸化防止剤（例えば、リン
－硫黄系の酸化防止剤）は灰分を形成し得る。
【０１０５】
　フェノール系の酸化防止剤は、灰分を形成しないものであってもよいし、中性金属塩ま
たは塩基性金属塩の形態のものでもよい。一般的に、フェノール系の酸化防止剤は、立体
障害を生じるヒドロキシ基を含む化合物であり、これは、例えば、２つのヒドロキシ基が
互いにオルトまたはパラの位置に存在する場合、またはフェノールが、炭素数が少なくと
も６のアルキル置換基を有する場合に発生する。
【０１０６】
　酸化防止剤はアミン系化合物であってもよく、任意で、フェノール化合物との組合せと
して使用することもできる。典型的な例として、式：Ｒ８Ｒ９Ｒ１０Ｎで表される芳香族
アミンが挙げられる（式中、Ｒ８は脂肪族基または任意で置換基を含む芳香族基であり、
Ｒ９は任意で置換基を含む芳香族基であり、Ｒ１０は水素、アルキル基、アリール基また
は式：Ｒ１１Ｓ（Ｏ）ｘＲ１２で表される基（式中、Ｒ１１はアルキレン基、アルケニレ
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ン基またはアラキレン基（aralkylene group）であり、ｘは０、１または２である）であ
る）。
【０１０７】
　硫化アルキルフェノール類、硫化アルキルフェノール類のアルカリ金属塩またはアルカ
リ土類金属塩も、酸化防止剤として使用できる。
【０１０８】
　さらに別の酸化防止剤として、油溶性の銅化合物、例えば、チオリン酸銅類またはジチ
オリン酸銅類、カルボン酸の銅塩類、ジチオカルバミル酸銅、スルホン酸銅類、銅フェネ
ート（銅フェノラート）（銅フェノキシド）類、アセチルアセトン銅類などが挙げられる
。コハク酸銅（Ｉ）、コハク酸銅（ＩＩ）、またはコハク酸無水物の銅（Ｉ）塩もしくは
銅（ＩＩ）塩も用いられ得る。
【０１０９】
　これらの酸化防止剤化合物は、一般的に、単独でまたは混合物として、４ストロークエ
ンジン用潤滑剤組成物に０．１～５重量％含まれる。
【０１１０】
　本発明にかかる潤滑剤組成物は、当業者にとって公知なあらゆる種類の酸化防止剤を含
んでいてもよく、かつ、その量は、潤滑剤組成物全体で、ＡＳＴＭ　Ｄ８７４規格に従い
測定される硫酸灰分が０．５％以下であり、ＡＳＴＭ　Ｄ５１８５規格に従い測定される
リン分が５００ｐｐｍ以下であり、ＡＳＴＭ　Ｄ５１８５規格に従い測定される硫黄分が
０．２％以下となるような量であればよい。灰分を形成しない耐酸化物が好ましい。
【０１１１】
　（清浄剤）
　清浄剤は、二次的な酸化生成物や燃焼生成物を溶解することで金属部品の表面にデポジ
ットが形成するのを低減する。本発明にかかる組成物に用いられる清浄剤は、当業者に周
知のものである。
【０１１２】
　潤滑剤組成物に一般的に配合される清浄剤は、典型的に、親油性を有する長い炭化水素
鎖と親水性の頭部とを含むアニオン系化合物である。これに組み合わされるカチオンは、
典型的に、アルカリ金属またはアルカリ土類金属の金属カチオンである。
【０１１３】
　好ましくは、前記清浄剤は、アルカリ金属およびアルカリ土類金属のカルボン酸塩、ス
ルホン酸塩、サリチル酸塩、ナフテン酸塩ならびにフェネート塩（フェノラート塩）（フ
ェノキシド塩）からなる群から選択される。
【０１１４】
　好ましくは、前記アルカリ金属およびアルカリ土類金属は、カルシウム、マグネシウム
、ナトリウムまたはバリウムである。
【０１１５】
　これらの金属塩は、おおよそ化学量論量または余剰量（化学量論量よりも多い量）の金
属を含み得る。後者の場合は、いわゆる過塩基性清浄剤として扱われる。
【０１１６】
　清浄剤に過塩基性を付与する前記余剰量の金属は、油に対して不溶性を示す金属塩とし
て存在し、例えば、炭酸塩、水酸化物塩、シュウ酸塩、酢酸塩、グルタミン酸塩の形態で
あり、好ましくは、カルボン酸塩である。
【０１１７】
　過塩基性清浄剤の不溶性金属塩に含まれる金属は、油溶性の清浄剤の金属と同一であっ
てもよいし、異なるものであってもよい。好ましくは、前記不溶性の金属塩に含まれる金
属は、カルシウム、マグネシウム、ナトリウムまたはバリウムから選択される。
【０１１８】
　つまり、過塩基性清浄剤は、潤滑剤組成物中において、不溶性の金属塩で構成されたミ
セルの形態で懸濁状態に維持されて存在する。よって、一見、過塩基性清浄剤は、油溶性
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の金属塩のようにも見える。
【０１１９】
　前記ミセルは、１種以上の清浄剤において安定化された、１種以上の不溶性金属塩を含
み得る。
【０１２０】
　過塩基性清浄剤が清浄剤で可溶な金属塩を一種類有している場合、この過塩基性清浄剤
は、一般的に、その清浄剤の金属塩の疎水性の鎖の性質に従って名付けられる。
【０１２１】
　つまり、前記過塩基性清浄剤は、フェネート塩、サリチレート塩、スルホネート塩およ
びナフテネート塩のいずれかであるかに応じて、フェネート系、サリチレート系、スルホ
ネート系またはナフテネート系と称される。
【０１２２】
　疎水鎖の性質が互いに異なる複数の種類の清浄剤がミセルに含まれる場合、前記過塩基
性清浄剤は混合型と称される。
【０１２３】
　本発明にかかる潤滑剤組成物は、当業者に公知である、中性、過塩基性または超塩基性
のあらゆる種類の清浄剤を含んでいてもよい。
【０１２４】
　清浄剤の過塩基性の程度は、ＡＳＴＭ　Ｄ２８９６規格に従い測定されるＢＮ（塩基価
）によってｍｇＫＯＨ／ｇ単位で表される。中程度の過塩基性清浄剤のＢＮは、約０～約
８０である。一般的な過塩基性清浄剤のＢＮは約１５０以上、約２５０以上、さらには約
４５０以上に達する。清浄剤を含有する潤滑剤組成物のＢＮは、ＡＳＴＭ　Ｄ２８９６規
格に従い測定され、ｍｇＫＯＨ／ｇ（潤滑剤のグラム）単位で表される。
【０１２５】
　エンジン用の潤滑剤組成物では、燃焼やオイルに由来する酸不純物を中和するために、
清浄剤は少なくとも部分的に過塩基性であるのが一般的に望ましい。
【０１２６】
　この点を踏まえ、さらに、清浄剤化合物には灰分を形成する金属塩が含まれることから
、本発明にかかる低灰分潤滑剤を配合するには、清浄剤（特に、過塩基性清浄剤）の量を
、良好な清浄性を維持しながら調整することが必要となる。
【０１２７】
　したがって、本発明にかかる潤滑剤組成物は、当業者にとって公知な、中性、過塩基性
または超過塩基性のあらゆる種類の清浄剤を含んでいてもよいが、その量は、潤滑剤組成
物全体で、ＡＳＴＭ　Ｄ２８９６規格に従い測定される硫酸灰分が０．５％以下となるよ
うな量に設定される。
【０１２８】
　好ましくは、本発明にかかる潤滑剤組成物に含まれる過塩基性清浄剤の量は、ＡＳＴＭ
　Ｄ２８９６に従い測定される当該組成物のＢＮが、８ｍｇＫＯＨ／潤滑剤ｇ以下、好ま
しくは６．５ｍｇＫＯＨ／潤滑剤ｇ以下、より好ましくは３～６ｍｇＫＯＨ／潤滑剤ｇと
なるように調整される。
【０１２９】
　（粘度指数改良ポリマー）
　粘度指数改良ポリマーにより、低温時には優れた強度（低温強度）を確保でき、高温時
には粘度を確実に抑えることができる（詳細には、マルチグレードオイルを配合すること
ができる）。このような粘度指数改良化合物を潤滑剤組成物に添加することにより、粘度
指数が改善し、潤滑剤組成物に省燃費性を付与できるか、または燃費向上につながる。
【０１３０】
　以上の点を踏まえ、本発明にかかる潤滑剤組成物の、ＡＳＴＭ　Ｄ２２７０規格に従い
測定される粘度指数は、好ましくは１３０以上、より好ましくは１５０を超えており、さ
らに好ましくは１６０を超えている。
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【０１３１】
　粘度指数改良化合物として、例えば、高分子エステル；オレフィン系コポリマー（ＯＣ
Ｐ）；スチレン、ブタジエンまたはイソプレンのホモポリマーまたはコポリマー；ポリメ
タクリレート（ＰＭＡｓ）などが挙げられる。前記粘度指数改良化合物は、一般的に、４
ストロークエンジン用潤滑剤組成物に約０～約４０重量％、好ましくは０．０１～１５重
量％含まれる。
【０１３２】
　しかしながら、粘度指数改良化合物はデポジットを形成するという短所があるので、粘
度指数改良化合物を潤滑剤配合物（特に、省燃費性潤滑剤配合物）に含めた場合、清浄剤
の含有量を増加させる必要が生じる。すると、清浄剤により灰分が形成され、ＡＣＥＡ－
Ｃ１またはＡＣＥＡ－Ｃ２などの、低ＳＡＰＳおよび省燃費性の双方を要求する規格を満
たすことができなくなる。本発明にかかる潤滑剤では、粘度指数改良ポリマーを、ポリイ
ソブテン（ｂ）を任意で混合させた重質ポリαオレフィン（ｂ）で完全にまたは部分的に
置き換えることができ、かつ、ヒドロキシ化されたエステル（ｃ）が含まれているので、
清浄剤による処理レベルを低減させることができ、灰分の形成も減らすことができる。
【０１３３】
　これにより、燃費が向上し且つ従来のものと変わらない清浄性を備えた低ＳＡＰＳエン
ジン用潤滑剤を得ることができる。
【０１３４】
　本発明にかかる潤滑剤組成物は、粘度指数改良ポリマーを約０．０～約１０重量％含ん
でいてもよい。
【０１３５】
　好ましくは、本発明にかかる組成物は、粘度指数改良ポリマー（デポジット形成する）
を最大３重量％、好ましくは、最大２．５重量％含んでいるかまたは全く含まず、前記粘
度指数改良ポリマーは、例えば、高分子エステル；オレフィン系コポリマー（ＯＣＰ）；
スチレン、ブタジエンまたはイソプレンのホモポリマーまたはコポリマー；およびポリメ
タクリレート（ＰＭＡｓ）からなる群から選択されるポリマーである。
【０１３６】
　（流動点降下剤）
　流動点降下剤は、パラフィン結晶の形成を遅らせることで、オイルの低温挙動を改善す
る。流動点降下剤として、例えば、アルキルポリメタクリレート類、ポリアクリレート類
、ポリアリールアミド類、ポリアルキルフェノール類、ポリアルキルナフタレン類、アル
キル化ポリスチレン類などが挙げられる。
【０１３７】
　（分散剤）
　分散剤（例えば、コハク酸イミド類（スクシンイミド類）、ポリイソブテンコハク酸イ
ミド類（ポリイソブテンスクシンイミド類）、マンニッヒ塩基類など）は、エンジンオイ
ルの使用時に形成される二次的な酸化生成物に由来する、不溶性の固体不純物を懸濁状態
に維持して分散（排出）させる。
【０１３８】
　本発明にかかる潤滑剤組成物を調製する際、重質ポリαオレフィン（ＰＡＯ）および／
またはポリイソブテン（ＰＩＢ）で構成される化合物（ｂ）と、ヒドロキシ化されたエス
テル（ｃ）とを、別々に投入してもよい。
【０１３９】
　複数の種類の添加剤の全てまたは一部を、基油類または基油類の混合物（ａ）に希釈さ
れる添加剤の濃縮物の一部、またはパッケージ添加剤の一部としてもよい。つまり、一部
の添加剤はパッケージ添加剤としてまとめて配合し、それ以外の添加剤は別々に配合する
ようにしてもよい。特に、粘度指数改良ポリマーはパッケージ添加剤とは独立して添加す
るようにしてもよい。
【０１４０】
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　本発明の他の目的は、このような調製方法を提供することであり、特に、パッケージ添
加剤を潤滑剤組成物の重量に対して１０～３０重量％、好ましくは１５～２０重量％希釈
し、粘度指数改良ポリマーを潤滑剤組成物の重量に対して０～３重量％添加する調製方法
を提供する。
【０１４１】
　本発明のさらなる他の目的は、４ストロークエンジン用の潤滑剤に使用されるパッケー
ジ添加剤を提供することであり、前記潤滑剤は、ＡＳＴＭ　Ｄ８７４規格に従い測定され
る硫酸灰分が０．５％以下であり、ＡＳＴＭ　Ｄ５１８５規格に従い測定されるリン分が
５００ｐｐｍ以下であり、ＡＳＴＭ　Ｄ５１８５規格に従い測定される硫黄分が０．２％
以下とされ、
　重質ポリαオレフィン（ＰＡＯ）からなる群から選択される少なくとも１種のＰＡＯ化
合物（ｂ）および／またはポリイソブテン（ＰＩＢ）系からなる群から選択されるＰＩＢ
化合物と、
　少なくとも１種のヒドロキシ化されたエステル（ｃ）とを含み、
　さらに、任意で、耐摩耗・極圧剤、摩擦調整剤、清浄剤または過塩基性の清浄剤、酸化
防止剤、流動点降下剤、分散剤、消泡剤、増ちょう剤、粘度指数改良ポリマーなどが含ま
れている。
【０１４２】
　好ましくは、本発明にかかるパッケージ添加剤は、重質ポリαオレフィン（ＰＡＯ）か
らなる群から選択された少なくとも１種のＰＡＯ化合物（ｂ）と、任意で、ポリイソブテ
ン（ＰＩＢ）とを合計して０．５～３０重量％、好ましくは１０～２５重量％含み、少な
くとも１種のヒドロキシ化されたエステル（ｃ）を０．５～１５重量％、好ましくは２．
７５～８．７５重量％含んでいる。
【０１４３】
　本発明のさらなる他の目的は、前述の潤滑剤組成物の、４ストロークディーゼルエンジ
ンまたは４ストロークガソリンエンジン用の潤滑剤としての使用を提供することであり、
好ましくは、前記潤滑剤組成物は、軽量車両で使用される。
【０１４４】
　最後に、本発明は、前述のヒドロキシ化されたエステル（ｃ）の、４ストロークエンジ
ン用の潤滑剤組成物を配合する上での摩擦調整剤としての使用に関するものであり、前記
潤滑剤組成物は、ＡＳＴＭ　Ｄ８７４規格に従い測定される硫酸灰分が０．５％以下であ
り、ＡＳＴＭ　Ｄ５１８５規格に従い測定されるリン分が５００ｐｐｍ以下であり、ＡＳ
ＴＭ　Ｄ５１８５規格に従い測定される硫黄分が０．２％以下である。
【０１４５】
　勿論、本発明は明細書の実施例および実施形態に限定されず、当業者が想到可能な数多
くの変形や変更も含み得る。
【実施例】
【０１４６】
　［実施例１：ポリイソブテン（ｂ’）および重質ポリαオレフィン（ｂ）による清浄性
の向上］
　（組成物および調製の説明）
　複数の種類の組成物を以下の表１に示す。
【０１４７】
　組成物Ａは、粘度指数改良ポリマーとしてオレフィン系コポリマー（ＯＣＰ）を含んだ
５Ｗ３０グレードの参考組成物である。
【０１４８】
　組成物Ｂ、組成物Ｃおよび組成物Ｄは、参考組成物Ａと異なり、粘度指数改良ポリマー
としてのオレフィン系コポリマー（ＯＣＰ）の一部をポリイソブテン（ＰＩＢ）または重
質ポリαオレフィン（ＰＡＯ）に置き換えたものである。
【０１４９】
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【表３】

【０１５０】
　粘度指数改良ポリマーとしてのオレフィン系コポリマー（ＯＣＰ）を重質ポリαオレフ
ィンおよびポリイソブテン（本発明において、それぞれ、化合物ｂ、化合物ｂ’と称する
）に置き換えた際の影響を調べるために、オイル組成物Ａ、Ｂ、ＣおよびＤに対し、清浄
性に関する２つの室内試験を実行した。
【０１５１】
　（ＭＣＴ　マイクロコーキング試験）
　ＭＣＴ（マイクロコーキング試験）は、高温表面（コーキング）におけるデポジットの
形成傾向を評価するための試験である。
【０１５２】
　ＭＣＴの試験条件は以下のとおりである：
　「ＭＣＴ（GFC Lu-27-A-03 v.2基準）」
　－６０μＬのオイル（消泡剤１０ｐｐｍを添加）
　－試験時間：９０分
　－オイル載置箇所を有するプレートを１～２％傾かせる
　－２３０～２８０℃の温度勾配
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　－プレートのワニスを評価する（０～１０で評価）（いわゆる《二乗したものを除算す
る》メソッド２）
【０１５３】
　（ＥＣＢＴ試験）
　ＥＣＢＴ（エルフコーキングベンチ試験）は、ベンチにおける熱強度に関するコーキン
グテストである。ＥＣＢＴでは、クランクケースからのオイルが放射・付着したエンジン
ピストンの、高温時の状態をシミュレーションする。潤滑剤は、超高温の表面に達して変
質し、デポジットを形成する。この試験を用いることにより、ピストンの上部（クラウン
、第一溝、ピストンの凹所）に形成されたデポジットの性質を調査することができ、かつ
、オイルの耐変質性に関する推測を行うことができる。ＭＣＴと比べて、この試験はダイ
ナミック（動的）である。この試験の詳細については、２０００年３月２９～３０日にア
ムステルダムで開かれたMotorship Marine Propulsion Conference 2000で発表された、J
P. Romanによる《実性能シミュレーションと室内試験の結果との関連性》の内容を参照さ
れたい。
【０１５４】
　ＥＣＢＴの試験条件
　－約４００ｇのオイル
　－試験時間：１時間　温度を様々に変化（掃引）させる
　－温度：２９０℃、３００℃および３１０℃
　－アルミニウム製ビーカー
　－冷却中は掃引を行わない
　－アルミニウム製ビーカーにおける掃引適用領域の評価（０～１００で評価）
【０１５５】
　（Ｆ９Ｑ清浄性エンジン試験）
　さらに、Ｆ９Ｑエンジン試験により、清浄性を以下の条件で評価する。
　－１．９リッターコモンレール式ディーゼルエンジン
　－試験時間：９６時間
　－４０００回毎分の全負荷運転
　－ピストンのファウリング（ワニス／カーボン／総合）の評価
【０１５６】
　以下の表２は、オイル組成物Ａ、Ｂ、ＣおよびＤについて得られる清浄性試験の結果を
示すものである。清浄剤の含有量が一定（全塩基価が一定）の状態で、オレフィン系コポ
リマー（ＯＣＰ）の一部をポリイソブテン（ＰＩＢ）または重質ポリαオレフィン（ＰＡ
Ｏ）に置き換えたオイル組成物Ｂ、ＣおよびＤのほうが、オレフィン系コポリマー（ＯＣ
Ｐ）のみを含む参考オイル組成物Ａよりも清浄性に優れていることが分かる。
【０１５７】
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【表４】

【０１５８】
　［実施例２：ポリイソブテン（ｂ’）の存在下でのＦＭトリエチルシトレート（ｃ）に
よる省燃費性の向上］
　（組成物および調製の説明）
　組成物Ａ’は、５Ｗ３０グレードの、灰分、硫黄分およびリン分が極めて低い参考組成
物であり、また、粘度指数改良ポリマーが組成物Ａとは異なる。オイル組成物Ａ’の質量
％組成およびその特性を以下の表３に示す。組成物Ｂ’を、組成物Ａ’にトリエチルシト
レートを１質量％添加して調製した。
【０１５９】
　（省燃費性）
　オイル組成物Ａ’およびＢ’の省燃費性を、キャメロン＝プリント室内摩擦試験で判断
した。この室内試験は、Ｍ１１１ＦＥ（CEC L54-T-96基準）エンジン試験と相関性がある
。この試験のテストベンチは、試験対象のオイルに浸った平坦円筒型の摩擦計で構成され
る。加熱された表面に対し、法線方向の力を可変に印加し、その結果生じる摩擦力を測定
する。Ｍ１１１ＦＥ（CEC L54-T-96基準）エンジン試験から得られる参考オイルについて
の測定結果と比較することにより、試験対象のオイルの燃費向上率を算出することができ
る。
【０１６０】
　以下の表３に示す測定結果は、トリエチルシトレートの添加に由来する省燃費性の向上
を示したものである。
【０１６１】
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【表５】

  　    　　　　　　　　　　　　　　　　　 
【０１６２】
　［実施例３：重質ポリαオレフィン（ｂ）とトリエチルシトレート（ｃ）の組合せ、お
よび重質ポリαオレフィン（ｂ）とグリセロールモノイソステアレート（ｃ）の組合せに
よる省燃費性および清浄性の向上］
　（組成物および調製の説明）
　組成物Ｅは、粘度指数改良ポリマーとしてのオレフィン系コポリマーとパッケージ添加
剤を含有する５Ｗ３０グレードの参考組成物である。前記パッケージ添加剤は、分散剤、
清浄剤［弱塩基性のスルホン酸カルシウムおよび超過塩基性のカルシウムフェネート（カ
ルシウムフェノラート）（カルシウムフェノキシド）］ＤＴＰＺｎ、摩擦調整剤、アミン
系およびフェノール系の酸化防止剤、消泡剤、流動点降下剤を含む。
【０１６３】
　以下の表４および表５に示す組成物Ｆ、組成物Ｇおよび組成物Ｈは、参考組成物Ｅと異
なり、粘度指数改良ポリマーとしてのオレフィン系コポリマーの一部が、エクソンモービ
ル社によって上市されている、１００℃での動粘度が１０００ｍｍ２／ｓのSpectrasyn U
ltra 1000という重質ポリαオレフィン系製品で置き換えられている。
【０１６４】
　以下の表４および表５に示す、本発明にかかる組成物Ｇおよび組成物Ｈは、粘度指数改
良ポリマーの一部が、上記と同じく重質ポリαオレフィン（化合物（ｂ））で置き換えら
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組成物Ｈにはグリセロールモノイソステアレートが１重量％含まれている。
【０１６５】
　以下の表４に、組成物Ｅ、Ｆ、ＧおよびＨの組成（質量％）および物理化学的特性を示
す。
【０１６６】
　（《省燃費性》または燃費向上性）
　組成物Ｅ、Ｆ、ＧおよびＨの《省燃費性》または燃費向上性を、Ｍ１１１ＦＥエンジン
試験およびキャメロン＝プリント室内試験によって評価した。
【０１６７】
　清浄性については、ＥＣＢＴ試験を２８０℃で行うことにより評価した。
【０１６８】
　以下の表５に、その結果をまとめる。
【０１６９】
　（Ｍ１１１ＦＥ（CEC L54-T-96基準）省燃費性エンジン試験の条件）
　２Ｌガソリンエンジンを１００ｋＷで動作させる。
　街乗りに対応する車両サイクル：
　－エンジン速度７５０～３０７０回毎分
　－馬力０～４９ＫＷ
　－オイル温度２０～７５℃
【０１７０】
　燃費向上率を、１５Ｗ４０グレードの参考オイル（ＲＬ１９１）との比較で測定した。
【０１７１】
　（キャメロン＝プリント省燃費性室内摩擦試験の条件）
　この室内試験は、Ｍ１１１ＦＥ（CEC L54-T-96基準）エンジン試験と相関性がある。こ
の試験のテストベンチは、試験対象のオイルに浸った平坦円筒型の摩擦計で構成される。
加熱された表面に対し、法線方向の力を可変に印加した。その結果生じる摩擦力を測定す
る。Ｍ１１１ＦＥ（CEC L54-T-96基準）エンジン試験から得られる参考オイルについての
測定結果と比較することにより、試験対象のオイルの燃費向上率を算出することができる
。
【０１７２】
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【表６】

【０１７３】
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【表７】

【０１７４】
　（清浄性の結果）
　いずれの組成物も清浄剤処理レベルが均一な状態において、組成物Ｆでは、オレフィン
系コポリマー（ＯＣＰ）の一部が重質ポリαオレフィン（ＰＡＯ）で置き換えられている
ことにより、デポジットの形成が抑えられており、参考組成物Ｅよりも清浄性が向上して
いる。なお、ヒドロキシ化されたエステルの添加による影響はなく、清浄剤の優れた性能
は維持されたままである。
【０１７５】
　（省燃費性の結果）
　粘度指数改良ポリマーとしてのオレフィン系コポリマー（ＯＣＰ）の一部が重質ポリα
オレフィン（ＰＡＯ）で置き換えられることにより、清浄性に関して良い影響（ＥＣＢＴ
２８０℃で２５．３０から３４．２０に上昇）が得られる一方、省燃費性に関して望まし
くない影響（キャメロン＝プリント試験で１．９７から１．７８に低下、かつ、Ｍ１１１
ＦＥエンジン試験で２．５７から１．９０に低下）も生じる。組成物Ｇおよび組成物Ｈの
ようにヒドロキシ化されたエステルを添加することにより、省燃費性の低下を補償するこ
とができ、さらには、参考組成物よりも省燃費性が向上し得る。
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